
「原子力利用に関する基本的考え方」に盛り込むべき事項（６）

１

重点的取組とその方向性

 地球温暖化問題や国民生活・経済への影響を踏まえた原子力エネルギー利用の在り方

（１）国内外の原子力利用をめぐる環境変化への適合

電力小売全面自由化に伴う国内電力市場の競争環境の出現や、中国、インドといった原子力の開発・利用新興国の台頭等と

いった状況が発生し、国内利用を前提として考えられてきた我が国の原子力産業及び研究開発活動において競争的視点及び

国際的視点がより強く求められるようになるといった、原子力発電を取り巻く環境が急速に変化している。このような変化に対し、

国、原子力事業者、研究開発機関等は、適時かつ効率的に適合していくことが必要である。

特に、国内における競争環境の出現をはじめとした環境変化により、原子力発電所の設備等への巨額の投資費用を回収でき

ない可能性があるとともに、政策変更リスク等多くの特殊なリスクから、原子力事業者は事業の予見可能性が難しいと判断し、

長期間に及ぶ事業期間全体で見れば運転コストは低廉であるものの、原子力発電を選択しない可能性もある。国は、国全体で

見ればエネルギーコストの増加を最小限に抑える形で、原子力発電の特性を活かせるよう、こうした課題の解決に向けた措置

の検討が必要である。

平成29年3月23日
原子力政策担当室

東京電力福島第一原発事故の反省のみならず、それ以前から進行していた日本における原子力利用の閉塞をもたらしていた
問題を、根本原因にさかのぼって、現場の実態を踏まえて認識し、海外の組織との経験の相互比較なども利用しつつ、その解決
に原子力関連機関及び関係者が総力を挙げて取り組む必要がある。例えば、集団主義・集団思考や現状維持意識の解消、行政
依存体質の改善、異論を述べ合う文化の育成などが必要である。原子力関連機関の連携・共同作業・知識基盤構築、根拠情報
の作成提供、政策情報の透明性の向上、根拠に基ずく考察と決定、予防型のリスクマネジメント、過酷事故の防止と影響低減に
焦点を当てた安全確保、仕事を通じた人材育成などを、品質マネジメントの考え方を参照しつつ実行することによって、日本の原
子力の課題を解決していく必要がある。

※環境変化への適合が出来なかった理由としては「国民性」にあると考えられ、これは各項目に関係することから、本資料で言及しつつ、
全体版では「共通的事項」で下記内容を明記する。
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（２）国民生活・経済への影響と地球温暖化問題を踏まえた総合的な判断に基づく対応

地球温暖化問題への対応が求められているが、その対策に当たっては、国民生活や、雇用とも密接に関係する経済面との

両立を図る必要があり、欧米の教訓を参照しつつ、総合的な視点に立って進めることが重要である。

地球温暖化問題への対応については、 削減に必要な費用が我が国は世界最高レベルではあるものの、 2030年度の削減目

標は、原発比率20％～22％程度を含むエネルギーミックスの見通しを実現することで、達成できるといわれている。一方、長期

的目標である2050年までの80％の温室効果ガスの排出削減については、現状の取組の延長線上での達成は困難で、技術革

新が不可欠であると考えられている。

国民生活や経済面から見ると、原子力発電が停止する中で火力発電の焚き増しによる化石燃料の輸入増加や、再生可能エ

ネルギー固定価格買取制度の導入に伴い、発電エネルギーコストが上昇している。家庭及び産業向け電力料金の増加した状

態が恒常化し、家庭及び産業ともに節電努力は既に相当程度努力をしているものの、一部製造業では他国との競争や事業継

続性に問題を抱える声も出るなど、発電エネルギーコストの上昇が国民生活のみならず、産業の国際競争力の低下等我が国

の経済活動に影響を与えている。加えて、我が国のエネルギー自給率は、６％程度であり先進国の中でも最低水準である。

これらの現状を踏まえ、温室効果ガスの削減が求められてはいるが、これによって国民生活や経済面への影響を正当化させ

るべきではなく、総合的な視点に立ち最適な方策を考えるべきである。

原子力発電は、既に利用可能な技術の中では、低炭素かつ運転コストが低廉なベースロード電源であり、長期間安定的な原

子力発電の利用を確保することが、温室効果ガス削減のみならず経済面及び安定供給面の双方でも必要であると考えており、

今後、国は、原子力発電の果たし得る役割や位置づけを明らかにし、必要な対策を検討すべきである。

「原子力利用に関する基本的考え方」に盛り込むべき事項（６）
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重点的取組とその方向性

（３）着実な軽水炉利用に向けた取組

国内外の環境変化に鑑みれば、必要な原子力技術・人材を維持し、安全を大前提として、地元と国民の理解を図りつつ、必

要な原子力発電所の再稼働及び安定的な利用に取り組むことが必要である。その際、米国において、自主的安全性の向上

及び規制の改善を進めた結果として、原子力発電の安全性と経済性を両立させた事例も参考に、原子力発電事業者は原子

力エネルギーの安全かつ安定な利用の実績を重ね、国民からの信頼回復につなげていくことを期待する。

原子力発電の発電コストに占める割合は、資本費が高く、燃料費等が低いので、原子力発電所を長期間利用するほど発電

コストは低下することから、軽水炉の長期利用の取り組みを安全性向上とともに進めるのが望ましい。

また、長期にわたる軽水炉の利用に向けて、使用済燃料の中間貯蔵の能力拡大に向けた取組の強化が必要である。

（４）核燃料サイクルの取組

我が国では、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウムを有効利用する核燃料サイクル事業が、国と原子力事業者

によって行われている。プルトニウムの有効利用等にあたっては、平和利用を大前提に、核不拡散に貢献し国際的な理解を

得ながら進めるため、利用目的のないプルトニウムは持たないという原則を引き続き堅持する。プルトニウムの回収と利用の

バランスに十分考慮しつつ、プルサーマル（軽水炉でのプルトニウムの利用）を通じてプルトニウムの適切な管理と利用を行

うとともに、再処理施設の竣工、MOX燃料加工工場の建設等を進めていくことが必要となる。

ただし、六ヶ所再処理工場の竣工を控えた我が国は、再処理技術やＭＯＸ燃料加工技術に関する能力を蓄積し、より成熟さ

せていくために、ある程度の時間を必要とすると考えられる。そうした国内での技術の蓄積・成熟動向を一歩一歩確認しなが

ら進めていく必要がある。

また、高速炉開発については、「もんじゅ」の反省とともに成果を活用しつつ、電力自由化をはじめとする国内電力環境の変

化等を勘案し、戦略的柔軟性を持たせつつ、商業化ビジネスとしての成立条件や目標を含めてその在り方や方向性を検討す

る必要がある。
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放射線及び放射性同位元素（ラジオアイソトープ）利用は原子力エネルギーと共通の科学技術基盤を持ち、科学技術や工

業、医療、農業、環境保全、核セキュリティなど幅広い分野で利用され、国民の福祉、国民生活の水準向上等に大きく貢献し

ている。すでに我が国においては、原子力エネルギー技術に匹敵する経済効果を産み出しているとともに、加速器技術等の

格段の進歩により、量子ビームテクノロジーという、イノベーションの有力なツールとしての一分野を形成してきている。

今後も、研究開発機関や大学等は既存基盤の戦略的な有効利用を進めるとともに、量子ビームを含め放射線及びラジオア

イソトープをさらに活用していくための基盤整備を行うことが期待される。さらに、新たな技術シーズの発掘や技術の高度化と

ともに、放射線健康影響の研究にも注力していくことが重要である。また、放射線及びラジオアイソトープ利用が国民生活の

向上に貢献しているという認識を広めることも重要である。

また、これらの取組によって、今まで想定もされていなかった領域も含めて、イノベーションが創出されることを期待する。

 放射線・放射性同位元素の利用の展開
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原子力エネルギー利用の在り方～ 

2 



出典：総合資源エネルギー調査会原子力事業環境整備検討専門ＷＧ第１回会合（平成２７年８月）参考資料１ 

 我が国における電力自由化の進展 

（参考） 「総括原価方式」の電気料金： 総原価と電気料金の収入が等しくなるように設定 

総原価 
 電気料金を安定的に供給す

るために必要な費用 
＝ 

営業費  
・燃料費 
・購入電力料 
・減価償却費 
・人件費等 

＋ 事業報酬 
＊１ 

－ 控除収益 
 ＊２ 

＝ 電気料金 
収入 

＊１）発電所や送電線など電力設備運用のための資金 
   調達によって発生する支払利息や配当など 
＊２）電気料金以外で得られる収入(他社販売電力料など 

出典：資源エネルギーHP 「電気料金の仕組み」 

Ø 従来までは、総括原価方式（経営に係る費用を電力料金に転嫁できる料金認可制度）や地域独占による料金規制の下、
巨額な設備投資等の費用回収が担保される環境下で事業が行われてきた。 

Ø 電力小売全面自由化に伴って、国内電力市場の競争環境が出現した。 
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電源立地交付金

エネルギーセキュリティ外部費用

原発事故ﾘｽｸ費用（追加対策後）

CO2外部費用（33$/tCO2）

系統対策費

再処理費、廃棄物処理費

解体費

運転人件費・メインテナンス費

燃料費

原発追加安全対策費

原子力を取り巻く政策環境の不確実

性のために生じる外部費用

短期の投資回収の必要性によって

生じる外部費用

実質設備費

(11.6)
11.2

(9.1)
8.7

(14.4)
14.0

(11.8)
9.5

(10.1)
7.8

(12.8)
11.6(11.9)

10.7
(11.8)

9.5

(12.8)
11.6電力自由化に

よって促される

外部費用

原子力を中心としたエネ

ルギー政策の不確実性

から生じる外部費用
このとき、社会的な費用とは

離れて事業実施者にとって

は高い費用が認識される

この外部費用を

回避するための

政策が求められる

「社会的割引率ケース」：割引率5% 
「高期待収益率ケース」：割引率10% 
「原子力政策不確実ケース」：割引率15% 
と想定した場合 

RITEによる2030年のコスト評価 
を基に試算したもの 

 競争環境下における事業者のコスト認識（日本） 
Ø 原子力発電では、設備投資等の巨額な初期投資を回収する期間が長期に及ぶとともに、政策変更リスク等多くの特殊なリ

スクから事業の予見可能性の確保が難しい状況である。 

4 出典：平成29年第1回原子力委員会定例会資料第1号「地球温暖化対応を踏まえたエネルギー戦略と課題」（(公財)地球環境産業技術研究機構（RITE） 秋元圭吾） 



 欧米諸国の電力自由化と原子力の状況 
Ø 欧米諸国では、1990年代以降、電力自由化を進めてきた。 
Ø 一定の競争環境が存在する英国では、FIT-CfD制度（※）の導入による投資リスクの低減を図っている。 
  （※） FIT-CfD制度 

    原子力を含む低炭素電源の投資回収に必要な予想価格と卸電力市場での市場価格との差分を発電事業者に提供する制度 

5 出典：平成28年第19回原子力委員会定例会資料第1号「競争環境下の原子力発電－今後の事業環境整備に向けて－」（電力中央研究所社会経済研究所 服部徹） 



パリ協定の概要及び主要国の温室効果ガス削減目標 

 

 

 
 

Ø 2015年12月のCOP21において、「京都議定書」に代わる、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠
組み「パリ協定」を採択。史上初めて、全ての国が参加。 

目的 

目標 

各国の目標 

報告・レ
ビュー 

l 5年ごとに世界全体としての実施状況を検討する仕組み（グローバル・ストックテイク）。 
l すべての国が共通かつ柔軟な方法でその実施状況を報告しレビューを受ける。 

l 世界全体の平均気温の上昇を産業革命前に比べ2℃未満に十分に（”well below”）抑える。 
l さらに、1.5℃に抑えるような努力を追求する。 

l 上記の長期目標を達成するため、世界の温室効果ガス排出をできる限り早期にピークにする。 
l その後、急速に削減し、今世紀後半には、温室効果ガスについて人為的起源排出とシンクによる吸

収をバランスさせる。 

l 全ての国が、削減目標を作成・提出する（目標達成は義務ではない）。5年毎に提出・更新する（更
新にあたっては、従前の目標に比べて前進させるよう求めている）。 

※我が国は、エネルギーミックスと整合的な温室効果ガス排出を2013年度比で26%削減 
  する目標を提出している 

国名 達成年 基準年※１ 削減目標 

EU 2030年 1990年比 40% ～ 

米国 2025年 2005年比 26% ～ 28% 

ロシア 2030年 1990年比 25% ～ 30% 

カナダ 2030年 2005年比 30% 

日本 2030年 
2013年比 26% 

2005年比 25.4% 

中国※２ 2030年 2005年比 60% ～ 65% 

韓国 2030年 BAU比※３ 37% 

※１：基準年は国によって異なる。 
※２：中国の削減目標は単位ＧＤＰあたりとなっており経済成長に伴う排出量増加が考慮されていない。 
※３：韓国は「何ら対策をとらなかった場合（Business As Usual）」を基準にした削減目標。 

削減目標の基準が
他国と大きく異なる 

主要国の温室効果ガス削減目標 
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 国連気候変動交渉における交渉グループ 

出典：外務省 気候変動交渉と日本の取組（2016年1月） 
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世界全体での二酸化炭素排出量 

8 

Ø 世界の二酸化炭素排出量のうち我が国が占める割合は3.7％である。従って、世界全体の温室効果ガスを削減していくには、

世界全体で効果的な削減を実現する必要がある。我が国が有する優れた技術を活かし、世界全体の温室効果ガスの排出

削減に最大限貢献していくことも重要である。 

Ø 気温上昇を66%以上の確率で2℃に抑えるには、2011年以降の人為起源の累積CO2排出量を約1兆トンに抑える必要がある

と言われている。 

出典：温室効果ガスインベントリオフィス 全国地球温暖化防止活動推進 
    センターウェブサイト（http://www.jccca.org/） 

世界のＣＯ２排出量の割合  

出典：地球環境部会（第１３５回）配布資料3-3「長期低炭素ビジョン（素案）参考資料集」 

 

 



 

パリ協定を踏まえた我が国の地球温暖化対策の取組 

u 我が国の約束草案（2020年以降の削減目標）は、2030年度に2013年
度比▲26.0%（2005年度比▲25.4%）とする。 

u これは、エネルギーミックスと整合的なものとなるよう、技術的制約、
コスト面の課題などを十分に考慮した裏付けのある対策・施策や技
術の積み上げによる実現可能な削減目標。削減率やGDO当たり・1
人当たり排出量等を総合的に勘案すると、国際的にも遜色のない野
心的な水準。 

出典：地球温暖化対策計画（平成28年5月13日）及び同計画概要（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ondanka/）を基に内閣府作成 

 

出典：資源エネルギー庁 長期エネルギー見通し関連資料（平成２７年７月） 

Ø 我が国の約束草案（2020年以降の削減目標）として、2030年度に2013年度比▲26.0%（2005年度比▲25.4%）を提出。 
Ø パリ協定及び約束草案を踏まえて策定された「地球温暖化対策計画」では、目標の達成に向けて着実に取り組むこと、長期的

目標として2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目指すこと等が盛り込まれた。 

日本の約束草案 

地球温暖化対策計画 

u パリ協定及び我が国の約束草案を踏まえ、我が国の地球温暖化に関する総合計画として「地球温暖化対策計画（平成28年
5月閣議決定）」を策定。 

 

中期目標（2030年度削減目標）の達成に向けた取組 
l 国内の排出削減・吸収量の確保により、2030年度において、2013年度比26.0％減（2005年度比25.4％減）の水準にするとの中期目標

の達成に向けて着実に取り組む。 

l 地球温暖化対策と経済成長を両立させる鍵は、革新的技術の開発である。また、我が国が有する優れた技術を活かし、世界全体の
温室効果ガスの排出削減に最大限貢献する。 

世界の温室効果ガスの削減に向けた取組 

長期的な目標を見据えた戦略的取組 
【  

目
指
す
方
向
】 

l 地球温暖化対策と経済成長を両立させながら、長期的目標として2050年までに80％の温室効果ガスの排出削減を目指す。このよ
うな大幅な排出削減は、従来の取組の延長では実現が困難である。したがって、抜本的排出削減を可能とする革新的技術の開発・
普及などイノベーションによる解決を最大限に追求するとともに、世界全体での削減にも貢献。 

9 



我が国の二酸化炭素排出量の推移 

電力起源のＣＯ２ 
排出量 約５億トン 

出典：温室効果ガスインベントリオフィス 全国地球温暖化防止活動推進 
    センターウェブサイト（http://www.jccca.org/） 

＊１） 電気事業低炭素社会協議会の速報値（会員事業者42社のうち、2015年度に事業活動を行っていた39社の実績） 

出典：平成28年第38回原子力委員会資料第3-1号「原子力発電の現状について」（電気事業連合会） 10 

Ø 我が国のCO2排出量は、約12.7億トンである（2014年度）。そのうち、電力起源のCO2排出量は全体の40％を占める。 

Ø 近年の排出量増加は、原発の運転停止による火力発電の増加によって化石燃料消費量が増加したこと等が挙げられる。 

 

電力起源のＣＯ２排出量推移 

 
  

     
     
     

日本の温暖化ガス排出量の推移と目標（2015 年度速報値） 

出典：地球環境部会（第１３５回）配布資料3-3「長期低炭素ビジョン（素案）参考資料集」 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

  

 二酸化炭素限界削減費用の国際比較 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

  

Ø 二酸化炭素の限界削減費用には各国間で大きな差異があり、産業の国際競争力阻害に留意することも必要である。 

二酸化炭素限界削減費用の国際比較 
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出典：平成29年第1回原子力委員会定例会資料第1号「地球温暖化対応を踏まえたエネルギー戦略と課題」（(公財)地球環境産業技術研究機構（RITE） 秋元圭吾） 

※限界削減費用： 追加的に二酸化炭素を一定量を削減するのに必要な費用 



我が国の電気料金及び燃料費の推移 

Ø 東日本大震災後、電気料金は産業用（電力）で約3割、家庭用（電灯）で約2割上昇している。 
Ø 原子力発電の停止等に伴った、火力発電の焚きましによる燃料消費量増加の影響額は、累積で約10兆円と試算。 

(注1)一般電気事業者10社を対象。 
(注2)電灯料金は、主に一般家庭部門における電気料金の平均単価で、電力料金は、各時点における自由化対象需要分を含
み、主に工場、オフィス等に対する電気料金の平均単価。平均単価は、電灯料収入、電力料収入をそれぞれ電灯、電力の販売
電力量(kWh)で除したもの。 

 

年度 

年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

火力
比率
（％） 

61.7 78.9 88.3 88.3 87.8 84.6 

出典：平成28年第38回原子力委員会資料第3-1号「原子力発電 
    の現状について」（電気事業連合会）を一部編集 

出典：平成27年度エネルギーに関する年次報告 

【電気料金の推移】 

 

（電気事業連合会調べ） 
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 電気料金の諸外国との比較 

Ø 我が国の電気料金は、主要国の中で、産業用、家庭用ともに高い状況である。 
Ø また、再生可能エネルギーが電源構成の約3～4割を占めるドイツやイタリアの電気料金も高い状況である。 

13 出典：総合資源エネルギー調査会長期エネルギー需給見通し小委員会（第7回会合）資料9 



ドイツ・デンマークにおける電気料金の現状 

 
 

   

   

   

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

  
  

 

 
   

Ø ドイツやデンマークでは、再生可能エネルギー比率の急増し、電気料金に占める公租公課部分（再エネ賦課金を含む）が
徐々に増加している。 

ドイツとデンマークの電気料金内訳 ドイツとデンマークの電源構成の推移 

14 出典：（一財）電力中央研究所社会経済研究所 研究資料 Y16501 「電気料金の国際比較-2015年までのアップデート-」 

 

 
 

 

注） 家庭用は、年間利用電力量が2500～5000kWhの需要家の料金 
     産業用は、年間利用電力量が500～2000MWhの需要家の料金 



 
 

   

   

   

   

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ø 家庭用電気料金は、震災以降、25％上昇している(2014年時点)。 
Ø その一方で、月平均での電気代への支出額の増加は抑えられていることから、節電していることがわかる。 

 

我が国のエネルギーコストの国民生活への影響 

 

 

 

注１）販売量は右軸、電気料金は左軸 
注２）一般電気事業者10社を対象。 

出典：総務省家計調査（家計収支編） 

2人以上世帯月平均電気代支出額推移 
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出典：電気事業のデータベース（INFOBASE）（電気事業連合会） 

 ：電気料金 
 ：販売量 

  2010 2011 2012 2013 2014 

家庭用電気料金（円） 20.37  21.26  22.33  24.33  25.51  

2010年比 -  4% 10% 19% 25% 

2人以上世帯 
月平均支出額推移（円） 

9,850 9,591 10,198 10,674 11,203 

2010年比 -  -3% 4% 8% 14% 

料金及び支出の2010年比 

 

家
庭

用
電

気
料

金
単

価
(円

/
kW

h
) 

家
庭

用
電

気
販

売
量

（
億

kW
h
）
 

2
人

以
上

世
帯

月
平

均
電

気
代

支
出

額
(円

) 

15 



出荷額とエネルギーコストの推移 

我が国のエネルギーコストの経済活動への影響① 

出典：日本商工会議所http://www.jcci.or.jp/260612_energykyuujyou.pdf 

 
 

 

 

合計 各電力会社の値上げ幅 
（燃調・FIT分は含まず） 

燃料費調整制度による 
調整額 

現稼働開始分のみを 
想定したFIT賦課金 

製造業従業員一人当たりの年
間電気代増額分（震災前比） 

約１５．２万円 約５．５万円 約７．３万円 約２．４万円 

全製造業の年間電気代増分額 
 

約１．１７兆円 ０．４２兆円 
（火力発電への代替） 

０．５６兆円 ０．１８兆円 

電気料金値上げによる影響 

Ø 日本商工会議所(2014)のアンケート結果によると、約95％の企業では電力料金値上げ分の販売価格への転嫁ができず、
3割を超える企業が事業縮小策を実施、うち約45％の企業では雇用・人件費の削減を実施。 

Ø 2014年における我が国の製造業従業員一人当たりの年間電気代増額分（震災前比）は、約15.2万円と推計される。また、
全製造業の年間電気代増分額は、年間1.17兆円と推計され、これは製造業における約27.4万人分の給与に相当する。 

2.8% 
3.1% 3.2% 3.4% 
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4.0%

0

10000000

20000000

230000000
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①製造品出荷額 ②エネルギーコスト ②/①（％） 

 

震災以降、出荷額に 
占めるエネルギーコストの 

割合は上昇  

出典：経済産業省 工業統計調査 平成26年確報 産業編 

出典：(公財)地球環境産業技術研究機構（RITE）システム研究グループ 資料 
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我が国のエネルギーコストの経済活動への影響② 

0.8 0.9 1 1.1 1.2

全製造業 
電子部品・デバイス 
窒業・土石 
繊維 
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鉄鋼 

非鉄金属製造 
化学 

プラスチック 
生産用機械器具 
輸送用機械・器具 
電気機械・器具 

食品 

0 5 10 15

出荷額成長率（倍） 
出荷額に占める 

エネルギーコスト（％） 

注：成長率は2011年から2014年、コストは2014年 

出典：第13回原子力委員会 常葉大学 経営学部 教授 山本隆三氏の資料を基に内閣府作成 

全製造業の細分類区分に基づく上位10産業の影響 
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) 製造業平均: 15.2

*鉄鋼業(製鋼)は鉄鋼業に属する上流工程の産業を表す。 

出典：(公財)地球環境産業技術研究機構（RITE）システム研究グループ 資料 

全製造業の中分類区分に基づく各産業の影響 

電力依存度 
(製造業平均比) 

コスト負担増 直面する窮状等 

日本鉱業協会 約13倍 200億円 非鉄金属価格はLMEの国際価格で決まるため、電力料金値上げ分を価格転嫁出来ない。資源ナショナリズム台頭により製錬マージンが低く電力負担
が極めて大きい。特に、亜鉛、フェロニッケルは電力原単位が高く、一部の企業は亜鉛生産を中止、事業転換を決定。 

日本チタン協会 約20倍 35億円 電力価格高止まりにより、国際的なコスト競争力はますます劣位に。新たな生産拠点を電力コストの安い海外に求める企業も出てきており、需要動向
次第では国内生産拠点の再編、雇用への影響が必至となる。 

日本産業・医療ガス協会 約28.5倍 251億円 産業・医療ガス業の電力依存度は製造業平均の約28.5倍。夜間シフト等の自助努力は既に実施済みだが、電気料金をはじめとするエネルギーコストの
上昇もあり生産設備の撤去・縮小が25事業所、工場停止が1社、設備の統廃合が1社、海外投資等も続いている。ライフラインとしての使命もあり電力の
安定供給も重要な問題。 

電気料金値上げ等に伴う電力多消費産業への影響【2013年度電気使用量をもとに試算】 
出典：(一社)日本鉄鋼連盟 「エネルギー政策等に関する電力多消費産業の共同要望」  
    電力依存度上位３協会を抜粋 

Ø 震災以降の「出荷額成長率」と「出荷額に占めるエネルギーコスト」には概ね相関関係が認められる。「出荷額に占めるエネ
ルギーコスト」が高い業種ほど成長率が低い傾向にある。 

Ø 産業別の従業員一人当たり年間電気代増分額は、電力多消費産業において非常に影響が大きく、代表的なものとしては、 
①圧縮ガス・液化ガス製造：約619万円、②亜鉛第１次製錬・精製：約382万円、③鉄鋼(製鋼)：約203万円、④セメント製造：
約197万円となっている。 

Ø 日本鉄鋼連盟の要望書（平成27年４月）では、電力多消費産業を取り巻く厳しい現状が報告されている。 
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我が国の固定価格買取制度（FIT）の賦課金見通し 

出典：電力中央研究所研究資料 Y16507 「固定価格買取制度（FIT）による買取総額・賦課金総額の見通し（2017年版）」（朝野賢司） 

年間賦課金総額と買取総額の推移（2012年度～2030年度） 

 長期エネルギー需給見通し小委員会では、電源構成を検討するにあたって、火力・原子力等の燃料費とFIT買取総額を
あわせた「電力コスト」を、2013年度9.7兆円から、2030年度9.1～9.5兆円とマイナス5%程度とすることとした。 

 一方、電力中央研究所の試算によれば、再生可能エネルギー導入に伴うＦＩＴの賦課金総額は、2030年に年間3.6兆円、
累積44兆円となる可能性がある。この場合、2050年には賦課金累積が69兆円に達すると見込まれる。 

 不透明な要素が多いものの、将来的に膨大な国民負担が発生する可能性がある。 

18 

※長期エネルギー需給見通しに基づく2030年再エネ比率22％が実現する場合を前提とする 



エネルギー自給率の各国比較 

ＯＥＣＤ諸国の一次エネルギー自給率比較 （２０１３年）  

 １位 ノルウェー 

 ２位 オーストラリア 

 ３位 カナダ 

 ９位 アメリカ 

１４位 イギリス 

１６位 フランス 

２２位 ドイツ 

２５位 スペイン 

３２位 韓国 

３３位 日本 

３４位 ルクセンブルク 
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２６６．３％ 石炭 

原油 天然ガス 水力 

再生エネ等 

（地熱、太陽光など） 

原子力 

（IEA 「Energy Balance of OECD Countries 2015」） 

出典：資源エネルギー庁基本政策分科会（第16回会合）・⻑期エネルギー需給⾒通し⼩委員会（第1回会合）合同会合 資料3 

日本のエネルギー源別一次エネルギー供給と自給率の推移 

 我が国のエネルギー自給率は、震災前（2010年：19.9％）に比べ大幅に低下し、約6％の水準である。 
 ＯＥＣＤ34か国中、2番目に低い水準である。 

19 出典：総合資源エネルギー調査会長期エネルギー需給見通し小委員会（第7回会合）資料9 



 各国の電源別発電電力量の構成（2014年） 

出典：IEA「Statistics/statics search/Report」を基に内閣府作成 

 我が国の電源別発電電力量の構成において、震災以降、火力発電が8割以上を占めている。 
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原子力発電の特徴 

 原子力発電は、現在、利用可能な技術であり、運転コストが低廉で変動も少なく安定供給に寄与するベースロード電源である。 
 ライフサイクルベースで原子力発電は二酸化炭素排出量が少ない。また、低炭素電源（原子力、水力、再生可能）による二酸

化炭素排出削減量は2012年世界全体で、水力29.6億トン、原子力19.8億トン、再生可能9.2億トンと見積もられている。 

出典：平成28年第20回原子力委員会資料第１号「地球温暖化問題と原子力の役割」（東京大学公共政策大学院 有馬純） 

各種電源別のライフサイクル二酸化炭素排出量 原子力発電による二酸化炭素排出の抑制効果 
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全データ
範囲 

四分位範囲 
 

中央値 
 

温
室
ガ
ス
排
出
量
（
g-

C
O

2
等
価

/
ｋ
W

-
h
）
 

二
酸
化
炭
素
排
出
削
減
量
（
1
0
億
ト
ン

C
O

2
）
 

中央値 
 

発電部門の 
CO２排出量 

再生可能発電のCO２

排出削減量 
水力のCO２

排出削減量 
原子力の
CO２排出削
減量 

（注） 
• 全世界の発電セクターの年間CO2排出量の推移を示す。 
• 黒棒は実際のCO2排出量を示す 
• オレンジ、青、黄色棒は低CO2排出電源の再生可能、水力、

原子力発電により削減されたCO2排出量を示す。 
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我が国の既設発電所の運転年数の状況 

出典：第1回原子力委員会資料第1号 

 2030年時点での既存炉の発電見通し（発電量に占める割合） は、仮にすべての既設炉で60年運転する場合は24％となるが、
40年運転の場合は12％のみとなる。 

（平成28年11月30日時点） 

廃炉を決定 
  した炉： 15基 

稼働中の炉
： 3基 

新規制基準への適合
審査中の炉： 18基 

適合審査未申請
の炉： 19基 

原子炉設置変更許可
がなされた炉： 5基 
※うち2基は仮処分を受け停止中 

発電電力量の推移想定 

既設炉の状況 

22 出典：平成28年第38回原子力委員会資料第3-1号「原子力発電の現状について」（電気事業連合会） 



（平成28年11月30日時点） 北海道電力(株)泊発電所 電源開発(株)大間発電所 

東北電力(株)女川原子力発電所 

東京電力(株) 
福島第二原子力発電所 

中部電力(株)浜岡原子力発電所 

日本原子力発電(株)東海・東海第二発電所 

東京電力(株） 
福島第一原子力発電所 

東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所 

九州電力(株) 
川内原子力発電所 

九州電力(株)玄海原子力発電所 

中国電力(株) 
島根原子力発電所 

日本原子力発電(株)敦賀発電所 

関西電力(株) 
高浜発電所 

関西電力(株) 
大飯発電所 

東京電力(株)東通原子力発電所 

東北電力(株)東通原子力発電所 

３１ ２６ ２３ ２２ ２６ ２０ １９ 
２７ ２５   ６ 

３８ ３４ ２１ 

 ３４  ３２  ２９  ３１ 

３２ ２１ １４ 

１０ 

  ３２ ３１ 

３７  ３６  ２４  ２３ 

 ２３ １１  ２９ 

 ３８ 

北陸電力(株)志賀原子力発電所  ２３ １０ 

２７ 

 ３５  ２２ １９ 

関西電力(株)美浜発電所 

 ２９ 

 3号機 2016年1月再稼働 
 4号機 2016年2月再稼働 
 3及び4号機 仮処分を受け停止中  

四国電力(株)伊方発電所 
 1号機 2015年8月再稼働 
 2号機 2015年10月再稼働 
 1号機 2016年10月定期検査開始 

 3号機 2016年8月再稼働  

：加圧型軽水炉(PWR) 
 （Pressurized Water Reactor） 

：沸騰水型軽水炉(BWR) 
 （Boiling Water Reactor） 

：改良型沸騰水型軽水炉(ABWR) 
 （Advanced Boiling Water Reactor） 

原子炉の型 

 年数 

:建設中 

廃炉を決定 
  した炉： 15基 

稼働中の炉
： 3基 

新規制基準への適合
審査中の炉： 18基 

適合審査未申請
の炉： 19基 

原子炉設置変更許可
がなされた炉： 5基 
※うち2基は仮処分を受け停止中 

４２ ４１ ３１ ３１ 

 ３９ 

 我が国における原子力エネルギー利用の現状 
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注）SALP：Systematic Assessment of Licensee Performance（設置者パフォーマンスの体系的評価）、ROP：Reactor Oversight Process（パフォーマンス指標や検査等一連の活動を再構築したもの） 
出典：エネルギー総合工学研究所 季報 エネルギー総合工学Vol29 No.2(2006. 7)を基に一部編集 

 米国における軽水炉利用の経緯① 
 米国では、スリー・マイルアイランド原子力発電所事故以降、原子力発電運転協会（ＩＮＰＯ）・原子力エネルギー協会

（NEI）等を中心とした自主的な安全性向上やリスクマネジメントの実践とともに、稼働実績及びリスク情報に基づいた
規制の導入による客観性の向上に取り組んできた。 

 その結果として、重要事象の発生頻度の減少や、稼働率向上、出力向上を達成し、総発電電力量の増加にもつなが
り、安全性と経済性を両立。 
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 米国における軽水炉利用の経緯②～原子力安全向上の取組～ 

 商業用原子力発電所の安全性と信頼性の向上を目的とした自主規制機関である原子力発電運転協会
（ＩＮＰＯ）が、以下の取組等を実施。 

産業界からNRC規制への懸念等 
1986年 産業界とＮＲＣの協調・コミュニケーション 
      の重要性を指摘した「Sillinレポート」策定 
1994年 ＮＲＣの規制プロセスに対する「Towers  
      Perrinレポート」策定                     
                                                                等 

2000年 4月全発電所に対するＲＯＰを施行 
ＳＬＡＰを見直して原子炉監視プロセス
（ROP：Reactor Oversight Process)を導入 

稼働実績、リスク情報に基づいた規制で、
客観性を向上 

80年代初期 
1980年から約20年間       
    系統的な運転実績評価（SALP：Systematic 
  Assessment of Licensee Performance）を導入 
ＴＭＩ事故以降、ＮＲＣの規制は厳格化 

80年後半～2000年 
ＮＲＣの活動の中心は、新規建設の許認可
から運転プラントの安全監視へ徐々に移行 

規制への科学的合理性の導入・効率化を
順次、実施 

1991年 ＮＲＣが24か月運転の技術仕様書変更の 
      ガイドライン（Generic Letter 91-04)発行 
1995年 ＮＲＣがPRA政策声明 
      リスク情報を活用した規制ガイドライン（RG１．１７１）発行 
1997年 ＮＲＣがパフォーマンスベース検査ガイダンス   
      （SECY-97-231)発行                     等 

【ＴＭＩ以降の産業界とＮＲＣの大まかな動き】 

 現場調査等により、運転員の知識と業務遂行能力、施設・装置の状態、運転プログラムと手順、施設管理の効率等の
発電所の運転状況を調査。その結果を５段階で評価し、情報の共有のため「ＣＥＯ会議」でＩＮＰＯ代表から直接報告。
評価結果がよい場合、原子力財産保険の保険料が減免されるインセンティブがある。 

 原子力発電所で起きた事故・事象の評価を支援するとともに、事故原因と対応策等の情報について事業者間で共有を
進め、各事業者が最高の業務状況となる様に図っている。 

 原子炉運転の専門家や運転員の訓練や、運転・営繕などに関する技術や管理方法の具体的な支援を実施。 

 稼働実績とリスク情報に基づいた原子炉監視プロセス（ＲＯＰ）を実施。 

 ＲＯＰ制度では、検査結果とパフォーマンス指標を用いて、プラント毎にパフォーマンスを評価し、その結果
を総合に判断して追加検査等の規制措置を実施。 

産
業
界 

規
制 

 事業者では、日常の運転保守活動においてリスクマネージメントを実践。さらに、ＩＮＰＯではエクセレンス
（エクセレンス）を取りまとめ、事業者間で共有している。 
 経営陣を含めたミーティングを毎日実施し、日々のリスク情報を共有（ 日本の場合発電所内での共有の場合が多い ）。 
 設備の変更時やマニュアル変更時に、常にリスク評価を行いレビューを心掛けている。 
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米国における軽水炉利用の経緯③～発電電力量の推移～ 

出典：NEIのデータを基に内閣府作成 26 

 米国では、自主的な安全性向上やリスクマネジメントの実践及び稼働実績及びリスク情報に基づいた規制の導入による客観
性の向上に取り組み、その結果として、重要事象の発生頻度の減少や、稼働率向上、出力向上を達成し、総発電電力量の増
加にもつながり、安全性と経済性を両立。 

稼働率の推移 

稼
働
率
（
％
）

 

重要事象発生率の推移 

出力向上による発電容量の増加量の推移 発電電力量の推移 

発
電
容
量
の
増
加
量
（
M

W
e）

 

：発電電力量 
：プラント数 

（注）重要事象とはNRCが性能指標（PI)として評価する以下のもの。 
  ○安全上重要な機器の故障 
  ○重大な過渡事象 

  ○燃料、1次冷却材バウンダリー及び重要な構造物の損傷 
  ○計画外の原子炉停止 
  ○計画外の放射性物質の放出 

  ○技術仕様（Technical Specification)制限を逸脱した運転等 

 重要事象発生率は、1990年頃から減少。 

 43基の出力向上が認可され、発電容量の増加は累計7,300MWeに。 
 1,000MW級原子力発電プラント7基の増設に相当 

 プラント数は増加していないが、2015年の発電電力量は
1988年の約1.5倍に増加 

 運転サイクル長期化（12か月から段階的に24か月運転）、
燃料交換停止期間の短縮、事故発生率低減 



設備利用率の国際比較     

出典：IAEA,Power Reactor Information System(PRIS)を基に内閣府作成 

 米国や韓国等では、原子力発電の設備利用率は約90％であるが、震災前の我が国の利用率は70%程度に留まっている。 
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出典：わが国原子力発電所稼働率の低迷と今後の課題（平成23年2月15日 (社）日本原子力産業協会）  

定期検査停止日数の国際比較      
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我が国の中間貯蔵の現状 

日本原子力発電（株）東海第二発電所（乾式貯蔵方式） 
（発電所敷地内） 

【乾式貯蔵施設の例】 【中間貯蔵施設の例】 

リサイクル燃料貯蔵（株）の建屋イメージ（乾式貯蔵方式） 
（発電所敷地外） 

所 在 地：茨城県那珂郡東海村  運用開始：2001年 
建屋規模：54m×26m×高さ21m   貯蔵容量：約250tU 

所 在 地：青森県むつ市   
建屋規模：約131m×約62m×高さ約28m 
貯蔵容量：最終貯蔵量5,000tU（1棟目3,000tU） 

出典：使用済燃料貯蔵対策の取り組み（電気事業連合会パンフレット）、リサイクル燃料貯蔵（株）ホームページ、 
    高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた新たな取組（平成27年7月3日、資源エネルギー庁）をもとに内閣府作成 

 最終処分に向けた取組を進める間も、原子力発電に伴って発生する使用済燃料を安全に管理する必要があり、使用済

燃料の貯蔵能力の拡大に向けた取組を進める必要。この取組は再稼働や廃炉のためにも重要。 

 第3回最終処分関係閣僚会議において、使用済燃料対策の強化に向けた国としての基本姿勢及び国や事業者による

具体策を盛り込んだ「使用済燃料対策に関するアクションプラン」を策定。 

 これを踏まえ、電力9社と日本原子力発電で構成する協議会を設置し、使用済燃料貯蔵能力拡大に向けた検討を実施。

使用済燃料プールの貯蔵能力の拡大（リラッキング）、原子力発電所敷地内外に使用済燃料を収納するキャスクを保管

するための施設を設置（乾式貯蔵施設、中間貯蔵施設の例を参照）。 
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我が国の原子力発電所の使用済燃料の貯蔵状況 
 各原子力発電所では使用済燃料プールや乾式キャスクにより使用済燃料を貯蔵。管理容量が約21,000トンであるところ、現

在、約14,000トンの使用済燃料が貯蔵されている。 

 全体として一定の貯蔵余地が確保されている状況にあるが、貯蔵容量に余裕のないサイトも存在する。使用済燃料貯蔵対

策の充実・強化は重要な政策課題である。 

出典：平成26年9月総合資源エネルギー調査会原子力小委員会第6回会合資料3 30 



補足説明資料 
～放射線・放射性同位元素の利用の展開～ 

31 



放射線利用の概要 
 放射線とは、電磁放射線（高エネルギーの電磁波）と粒子放射線（高い運動エネルギーを持って流れる粒子）の総称。 

 放射線は、原子核反応や原子核の壊変により発生するものと、原子のエネルギーレベルの変化によって発生するものとが

あり、いずれも直接あるいは間接的に物質中の原子や分子を電離（電離作用）する他、物質によっては発光（蛍光作用）させ

たり、化学変化を起こしたりする。 

 放射線を、医療、工業、農業、学術等の分野において利用することを「放射線利用」という。 

① 物質を透過したり、原子核で散乱したりするため、その物質や生体の内部を細部まで調べることができること 

② 局部的に大きなエネルギーを付与して微細加工を行ったり、材料に特殊な機能を与えてこれまでの技術では得られ
ない新しい材料を創生したりすること 

③ 周囲への影響を抑えながら、集中的に細菌やがん細胞などを殺傷する能力を有していること 
④ 有害な化学物質等を利用せずに加工処理ができるため、環境への負荷が小さいこと 

放射線利用の特徴 

電磁放射線 

粒子放射線 荷電粒子線 

非荷電粒子線 

エックス線、ガンマ線 
高エネルギー（波長が極めて短いことで高い透過性を持つ）の電磁波 

アルファ線、イオン線、ベータ線等 

中性子線 

放射線 

出典：JAEAホームページ等を基に内閣府で作成 

量子ビームテクノロジー 

 技術進展により、従来と比較して強度が強く、目的にあった質の高い粒子線や電磁波の発生・制御が可能に。 
 加速器、高出力レーザー装置、研究用原子炉等の施設・設備を用いて、高強度で高品質な量子ビームを発生・制御する

技術及びこれらを用いて高精度な加工や観察等を行う利用技術を「量子ビームテクノロジー」という。 
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○精密計測   ○非破壊検査 
○材料の改良・機能性材料の創製 
 （自動車タイヤ、半導体素子加工プロセス等） 
○滅菌・殺菌等（医療器具等） 

 

【科学技術】 

放射線利用の現状① 
 放射線は科学技術、工業、医療、農業、環境保全など幅広い分野において利用されており、科学技術の進歩、国民の福祉、

国民生活の水準向上等に大きな貢献をしている。さらに、量子ビームテクノロジーの活用も進んでいる。 

 放射線発生装置や放射線同位体（RI)を利用する事業所は、国内で7,985か所（平成27年3月現在） 

放射線照射による突然変異 
を利用して新品種を開発  

→188品種を開発 
（2008年現在) 

○X線・中性子・量子 
  ビームによる構造 
 解析や材料開発等 
○放射性同位元素 
 （RI）イメージングに 
 よる追跡解析 

大強度陽子加速器施設J-PARC 
（出典）日本原子力研究開発機構 

主な放射線利用の例 【医療】 

＜放射線による診断＞ 

〇レントゲン、X線ＣＴ 

＜放射線による治療＞ 

〇リニアック 
 線形加速器で作り出した 
 X線により治療する方法 

〇ガンマナイフ 
 放射性同位元素から発生する 
 ガンマ線により治療する方法 

〇PET 
（陽電子放射断層撮象法） 

〇重粒子線による治療 
加速器により加速した 
重粒子線（陽子線・炭素線） 
により治療する方法 

ＣＴ画像  ＰＥＴ－ＣＴ装置  

【農業】 
○品種改良    ○害虫防除     ○食品照射 

（未照射）（照射済み） 

【工業】 

微細加工、
不純物導入
等、放射線に
よる加工技
術を利用して
半導体を製
造。 

半導体 半導体の製造 ラジアルタイヤの製造 

電子線照射に
よりゴムの粘
着性の制御を
容易にできる
ことを利用。 

RIイメージング 
による追跡実験 

耐病性イネの作出 ウリミバエの根絶 ジャガイモ芽止め 

放射線を照射し不妊化
したオスを大量に放ち、
孵化しない卵を産ませ、

害虫を根絶 

放射線照射によって 
ジャガイモ発芽を防止 

出典：平成29年第4回原子力委員会定例会資料第1号「量子ビーム科学・放射線利用の過去・現在・未来」（（一財放射線利用振興協会 岡田漱平）、平成29年第7回原子力委員会定例会資料第1号「放射線の利用について 」（原子力委員 中西知子）、 
    新大綱策定会議（第20回）資料1号「放射線利用の現状と今後のあり方（改訂版）」に基づき作成 

【核セキュリティ】 

○核鑑識技術（核物 
 質等の出所、履歴、 
 輸送経路、目的等 
 を分析・解析） 
○隠匿された核物質  
 の検出 

【環境保全】 

○窒素酸化物、 
 硫黄酸化物等 
 の分解、除去 
○ダイオキシンの 
 要因となる揮発 
 性有機化合物 
 の分解等 
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放射線利用の現状② 
 放射線は、『創る・加工する（原子・分子レベルで加工する）』、『観る（原子・分子レベルで観察する）』、『治す（細胞レベル

で治療する）』といった形で、科学技術イノベーションや産業活動の重要なツールとして幅広い分野で利用されている。 

出典：平成29年第4回原子力委員会定例会資料第1号「量子ビーム科学・放射線利用の過去・現在・未来」（(一財)放射線利用振興協会 岡田漱平） 34 



放射線利用の経済規模と利用実態 
 放射線利用はエネルギー利用とほぼ同じ経済規模で利用されている。 

 放射線同位体（RI)や放射線発生装置を利用する事業所は、近年増加傾向であり、7,515か所（平成27年3月現在）である。

この増加の要因は、平成17年度の設計認証制度導入に伴った表示付認証機器の届出事業者（主に民間）の増加であ

る。一方、研究機関の数は、近年、減少傾向にある。 

出典：日本原子力研究開発機構、内閣府委託事業「放射線利用の経済規模に関する調査」報告書を基に内閣府作成 (2007)  
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平成17年度の放射線利用の経済規模 放射線同位体（RI)・放射線発生装置の 
使用許可・届出事業所数の推移 

注１）放射線障害防止法の規定にもとづいて、RIまたは放射線発生装置の使用を 
   原子力規制委員会に許可された事業所（許可事業者）及び、1個または1式あたりの  
   放射能が下限数量の1,000倍以下の密封された放射性同位元素のみの使用を原子力 
   規制委員会に届け出た事業所、表示付認証機器の使用を届け出た事業所の推移 
注２）放射線障害防止のための機能を有する部分の設計や使用条件等が、国または登録 
   機関による認証を受けた設計に合致することがあらかじめ認証された機器 

出典：公益社団法人日本アイソトープ協会「放射線利用統計」を基に内閣府にて作成 
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